
パブリック・コメント手続の流れ 

 

 市長  

 実施機関   市民等  
 
○市内に住所を有する方 
○市内に事務所・事業所を

所有する方 
○市内の事務所・事業所に

勤務する方 
○市内の学校に在学する

方 

○案（計画等の趣旨、

目的、背景、概要等）

の公表（指定場所で

の閲覧等、市ＨＰ） 
○ 意見の公募 

○計画等案の策定 
○パブリック・コメン

ト手続の開始 

○意見の提出（文書、郵

便、ＦＡＸ、電子メー

ル等） 

○意見の受付 
○意見の十分な考慮、計

画等への反映可否の検

討 

○計画等の策定

等の意思決定 

○意思決定、意見の概

要、考え方等の公表 
○修正した内容等の

公表 

○実施状況の公表 
 

○一覧表の作成（募集中、

募集予定、検討中、公

表済、前年度の意見を

公表したもの） 

○計画等の策定等 
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○計画等

の公表 


